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航
空
法
及
び
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
航
空
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
九
十
九
条
の
二
」
を
「
第
九
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
受
け
た
設
計
」
の
下
に
「
（
次
項
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下

こ
の
条
か
ら
第
十
三
条
の
五
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
第
十
三
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三

条
の
五
と
す
る
。

第
十
三
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
三

型
式
証
明
又
は
前
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
型
式
証
明
を
受
け
た
型
式
の
航
空
機
又
は
当

該
承
認
を
受
け
た
設
計
に
係
る
航
空
機
で
あ
つ
て
耐
空
証
明
の
あ
る
も
の
の
使
用
者
が
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
整
備
及

び
改
造
を
す
る
に
当
た
つ
て
必
要
と
な
る
技
術
上
の
情
報
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
当
該
航
空
機
の
使

用
者
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
十
三
条
の
四

型
式
証
明
又
は
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
本
邦
内
に
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
）
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
型
式
証
明
を
受
け
た
型
式
の
航
空
機
又
は
当
該
承
認
を
受
け
た
設

計
に
係
る
航
空
機
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
航
空
事
故
等
（
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
（

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
航
空
事
故
等
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
航
空
機
が
第
十
条

第
四
項
の
基
準
に
適
合
せ
ず
、
又
は
同
項
の
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
事
態
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
こ
れ
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
耐
空
証
明
の
有
効
期
間
）
」
を
付
し
、
同
条
た
だ
し
書

中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
「
航
空
機
」
の
下
に
「
又
は
次
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
整
備
規
程
（
同
条
第
三

項
の
認
定
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
同
条
第
三
項
及
び
第
七
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
整
備
を
す
る
航
空
機
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条

第
一
項
」
に
、
「
前
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
の
三
と
す
る
。

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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第
十
四
条
の
二

耐
空
証
明
の
あ
る
航
空
機
（
航
空
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
航
空
機
を
除
く
。
）
の
使
用
者
は
、
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
航
空
機
の
整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
整
備
規
程
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
に
係
る
整
備
規
程
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術

上
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
認
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
整
備
規
程
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽

微
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
第
三
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
及
び
第
三
項
の
認
定
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

７

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
若
し
く
は
前
項
の
国
土
交
通
省
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令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
整
備
規
程
が
第
二
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
な
く
な

つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
航
空
機
の
使
用
者
に
対
し
、
こ
れ
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
当
該
認
定
を
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条
を
削
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
次
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
、
「
計
画
」
の
下
に
「
（
次
条
第
一

項
の
承
認
を
受
け
た
設
計
（
同
条
第
三
項
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
輸
入
し
た
航
空
機
の
修
理
若
し
く
は
改
造
の
た
め
の
設
計
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え

、
同
条
を
第
十
七
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
修
理
改
造
検
査
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

第
十
七
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、
申
請
に
よ
り
、
耐
空
証
明
の
あ
る
航
空
機
の
修
理
又
は
改
造
の
た
め
の
設
計
の
一
部

の
変
更
に
つ
い
て
、
承
認
を
行
う
。

２

前
項
の
設
計
の
一
部
の
変
更
で
あ
つ
て
、
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
の
能
力
に
つ
い
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
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該
認
定
に
係
る
設
計
及
び
設
計
後
の
検
査
を
し
、
か
つ
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
条
第
四
項
の

基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
た
も
の

と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
を
受
け
た
設
計
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
十
条
第
四
項
の
基
準
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
を
受
け
た
設
計

が
同
項
の
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
の
能
力
に
つ
い
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
が
、

当
該
承
認
を
受
け
た
設
計
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
変
更
に
つ
い
て
、
当
該
認
定
に
係
る
設
計
及
び
設
計
後
の
検
査
を

し
、
か
つ
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
条
第
四
項
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
は

、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

５

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
国
土
交
通
大
臣
が
す
る
第
一
項
及
び
第
三
項
の
承
認
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は

第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た
者
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
の
三
及
び
第
十
三
条
の
四
の
規
定
は
第
一
項
の

承
認
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
、
第
十
三
条
の
五
の
規
定
は
当
該
承
認
を
受
け
た
設
計
に
係
る
航
空
機
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
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れ
準
用
す
る
。

第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
使
用
者
の
整
備
及
び
改
造
の
義
務
）

第
十
六
条

耐
空
証
明
の
あ
る
航
空
機
の
使
用
者
は
、
航
空
機
の
整
備
を
し
、
及
び
必
要
に
応
じ
改
造
を
す
る
こ
と
に
よ
り

、
当
該
航
空
機
を
第
十
条
第
四
項
の
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
二
中
「
よ
り
次
条
第
一
項
第
四
号
の
能
力
に
つ
い
て
同
項
」
を
「
よ
り
同
号
の
能
力
に
つ
い
て
次
条
第
一
項

」
に
、
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
」
を
「
そ
の
変
更
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更

を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
に
お
い
て
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
四
項

」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
第
二
項
の
認
可
」
を
「
、
第
二
項
の
認
可
及
び
前
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
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の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
中
「
第
十
六
条
第
一
項
の
検
査
及
び
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
の
検
査
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三

項
の
承
認
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
の
見
出
し
を
「
（
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
酒
精
飲
料
又
は
麻
酔
剤
そ
の
他
の
薬
品
」

を
「
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

航
空
機
乗
組
員
は
、
そ
の
航
空
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
情
報
を
利
用
し
て
こ

れ
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
九
条
の
二
を
削
る
。

第
百
四
条
第
一
項
中
「
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
」
を
「
そ
の
変
更
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
」
に
、
「
同

様
で
あ
る
」
を
「
、
同
様
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

航
空
機
の
運
航
の
安
全
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
変
更
（
次
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
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二

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更

第
百
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

本
邦
航
空
運
送
事
業
者
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
変
更
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

本
邦
航
空
運
送
事
業
者
は
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
変
更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
三
十
二
条
の
二
た
だ
し
書
中
「
次
の
各
号
」
を
「
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
第
十
号

と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
を
第
五
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一

ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
に
よ
り
当
該
無
人
航
空
機
の
正
常
な
飛
行
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
間
に
お
い
て

飛
行
さ
せ
な
い
こ
と
。

二

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
無
人
航
空
機
が
飛
行
に
支
障
が
な
い
こ
と
そ
の
他
飛
行
に
必
要
な

準
備
が
整
つ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
に
お
い
て
飛
行
さ
せ
る
こ
と
。

三

航
空
機
又
は
他
の
無
人
航
空
機
と
の
衝
突
を
予
防
す
る
た
め
、
無
人
航
空
機
を
そ
の
周
囲
の
状
況
に
応
じ
地
上
に
降
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下
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
飛
行
さ
せ
る
こ
と
。

四

飛
行
上
の
必
要
が
な
い
の
に
高
調
音
を
発
し
、
又
は
急
降
下
し
、
そ
の
他
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
よ
う
な
方
法
で
飛

行
さ
せ
な
い
こ
と
。

第
百
三
十
二
条
の
三
中
「
前
二
条
」
を
「
第
百
三
十
二
条
及
び
前
条
（
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
係
る
部
分
を
除
く
。

）
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
四
条
第
一
項
中
「
、
航
空
機
使
用
事
業
」
の
下
に
「
、
無
人
航
空
機
の
飛
行
若
し
く
は
設
計
、
製
造
、
整
備
若

し
く
は
改
造
」
を
加
え
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

無
人
航
空
機
の
飛
行
を
行
う
者
又
は
無
人
航
空
機
の
設
計
、
製
造
、
整
備
若
し
く
は
改
造
を
す
る
者

第
百
三
十
四
条
第
二
項
中
「
場
所
、
航
空
機
」
の
下
に
「
若
し
く
は
無
人
航
空
機
」
を
、
「
航
空
機
、
航
空
保
安
施
設
」

の
下
に
「
、
無
人
航
空
機
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
飛
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
）

第
百
三
十
四
条
の
三

何
人
も
、
航
空
交
通
管
制
圏
、
航
空
交
通
情
報
圏
、
高
度
変
更
禁
止
空
域
又
は
航
空
交
通
管
制
区
内
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の
特
別
管
制
空
域
に
お
け
る
航
空
機
の
飛
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
上
げ
そ
の
他
の
行
為
（
物

件
の
設
置
及
び
植
栽
を
除
く
。
）
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が

、
当
該
行
為
に
つ
い
て
、
航
空
機
の
飛
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
、
又
は
公
益
上
必
要
や

む
を
得
ず
、
か
つ
、
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
て
許
可
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
空
域
以
外
の
空
域
に
お
け
る
航
空
機
の
飛
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
（
物
件
の
設
置
及
び
植
栽

を
除
く
。
）
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ

ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

何
人
も
、
み
だ
り
に
無
人
航
空
機
の
飛
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
花
火
の
打
上
げ
そ
の
他
の
行
為
で
地
上
又

は
水
上
の
人
又
は
物
件
の
安
全
を
損
な
う
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
三
十
五
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
の
二

第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項

の
承
認
を
申
請
す
る
者

第
百
三
十
五
条
第
四
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
十
七
条
第
一
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項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
三
条
第
二
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
同

項
又
は
同
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
三
条
の
二
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条

第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
五
条
第
一
号
中
「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
五
条
の
二
第
二
号
中
「
第
二
十
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
五
条
の
三
第
一
号
中
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
薬
物
の
影
響
を
受
け
て
航
空
業
務
を
行
う
罪
）

第
百
四
十
八
条
の
三

第
七
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
そ
の
航
空
業
務
に
従
事
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
四
十
九
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
第
三
号
を
削
る
。



- 12 -

第
百
五
十
条
第
十
号
中
「
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

第
百
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
届
出
を
し
た
運
航
規
程
若
し
く
は
整
備
規
程
に
よ

ら
な
い
で
、
航
空
機
を
運
航
し
、
又
は
整
備
し
た
と
き
。

第
百
五
十
七
条
の
四
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
第
百

三
十
二
条
の
二
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
六

号
」
を
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第

五
号
」
を
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
九
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三

第
百
三
十
二
条
の
二
第
四
号
の
規
定
に
違
反
し
て
、
道
路
、
公
園
、
広
場
そ
の
他
の
公
共
の
場
所
の
上
空
に
お
い
て

無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
た
者

第
百
五
十
七
条
の
四
を
第
百
五
十
七
条
の
五
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
五
十
七
条
の
六

第
百
三
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
無
人
航
空
機
の
飛
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
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の
あ
る
行
為
で
同
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
五
十
七
条
の
三
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
。

（
無
人
航
空
機
の
飛
行
等
に
関
す
る
罪
）

第
百
五
十
七
条
の
四

第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
て
、
道
路
、
公
園
、
広
場
そ
の
他
の
公
共
の
場
所
の

上
空
に
お
い
て
無
人
航
空
機
を
飛
行
さ
せ
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
五
十
九
条
第
二
号
中
「
及
び
第
百
五
十
七
条
」
を
「
、
第
百
五
十
七
条
か
ら
第
百
五
十
七
条
の
三
ま
で
及
び
第
百
五

十
七
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
条
第
一
号
中
「
第
十
三
条
の
二
第
五
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
七
条
の
二
第
五
項
」
を
加
え
、
「
第
百
九
条
第

四
項
」
を
「
第
二
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第
百
四
条
第
四
項
の
規
定
、
第
百
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
号
を
削

り
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
十
三
条
の
四
又
は
第
百
十
一
条
の
四
（
第
百
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報

告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

第
百
六
十
一
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
九
十
九
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
百
三
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十
四
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条

航
空
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
五
号
中
「
装
備
品
を
」
を
「
装
備
品
等

（
航
空
機
の
装
備
品
及
び
部
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
」
に
、
「
装
備
品
に
」
を
「
装
備
品
等
に
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
三
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

耐
空
証
明
の
あ
る
航
空
機
の
使
用
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
装
備
品
等
以
外
の
装
備
品
等
を
当
該
航

空
機
に
装
備
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
の
能
力
に
つ
い
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
、
当
該
認
定
に
係
る
製
造
及
び
完
成
後
の

検
査
を
し
、
か
つ
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
条
第
四
項
第
一
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を

確
認
し
た
装
備
品
等

二

第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
の
能
力
に
つ
い
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
第
十
条
第
四
項
第
一
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
当
該
認
定
に
係
る
航
空
機
の
装
備
品
等
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三

第
二
十
条
第
一
項
第
七
号
の
能
力
に
つ
い
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
、
当
該
認
定
に
係
る
修
理
又
は
改
造
を
し

、
か
つ
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
条
第
四
項
第
一
号
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
た

装
備
品
等

四

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
装
備
品
等

第
十
七
条
第
一
項
中
「
（
第
十
八
条
の
予
備
品
証
明
を
受
け
た
予
備
品
を
用
い
て
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
範
囲
の

修
理
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
十
八
条
を
削
り
、
第
十
七
条
の
二
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
装
備
品
」
を
「
装
備
品
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
並
び
に
予
備
品
証
明
」
を

削
る
。

第
百
三
十
四
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
装
備
品
」
を
「
若
し
く
は
装
備
品
等
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
装
備
品
」
を

「
装
備
品
等
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
五
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
二
中
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
」
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を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
す
る
。

第
百
六
十
条
第
一
号
中
「
第
十
七
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

（
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
機
長
が
航
行
中
他
の
航
空
機
と
の
衝
突
又
は
接
触
の
お
そ
れ
が
あ
つ
た
と
認
め
た
事
態
そ
の

他
航
空
法
第
七
十
六
条
の
二
の
」
を
「
航
空
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
使
用
者
」
の
下
に
「
、
航
空
機
設
計
者
等
（
航
空
機
又
は
航
空
機
の
装
備
品
若
し
く
は
部

品
の
設
計
、
製
造
、
整
備
、
改
造
又
は
検
査
を
す
る
者
を
い
う
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中

「
使
用
者
、
」
の
下
に
「
航
空
機
設
計
者
等
、
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
中
「
航
空
法
」
の
下
に
「
第
十
三
条
の
四
、
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
、
事
故
等
調
査
」
の
下
に
「
（
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
調
査
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条

第
三
項
中
「
見
込
ま
れ
る
等
」
を
「
見
込
ま
れ
る
状
況
に
あ
る
こ
と
そ
の
他
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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３

委
員
会
は
、
航
空
事
故
等
に
関
す
る
調
査
の
う
ち
、
国
際
民
間
航
空
条
約
の
締
約
国
た
る
外
国
の
当
局
で
あ
つ
て
同
条

約
の
規
定
並
び
に
同
条
約
の
附
属
書
と
し
て
採
択
さ
れ
た
標
準
、
方
式
及
び
手
続
に
準
拠
し
て
航
空
事
故
等
に
関
す
る
調

査
を
行
う
権
限
を
有
す
る
も
の
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、
当
該
当
局
が
行
う
航
空
事
故
等
に
関
す
る
調
査
の
一
部
と
し
て

行
う
も
の
（
以
下
「
特
定
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
当
局
の
求
め
に
応
じ
、
そ
の
経
過
に
つ
い
て
、

当
該
当
局
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
当
該
当
局
が
当
該
航
空
事
故
等
に
関
す
る
調

査
を
終
え
る
と
き
に
当
該
特
定
調
査
を
終
え
る
も
の
と
し
、
当
該
特
定
調
査
を
終
え
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
国
土
交
通

大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
事
故
等
調
査
を
終
え
た
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
そ
の
結
果
」
を
「
当
該
各
号
に

定
め
る
事
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

事
故
等
調
査
を
終
え
た
場
合

当
該
事
故
等
調
査
の
結
果

二

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
事
故
等
調
査
の
経
過
に
つ
い
て
報
告
及
び
公
表
を
す
る
場
合

当
該
事
故
等
調
査
の
経

過
第
二
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



- 18 -

３

第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
事
故
等
調
査
を
終
え
た
」
を
「
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
そ
の
結
果
」
を
「
当
該

各
号
に
定
め
る
事
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
（
前
条
第
一
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ

る
勧
告
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
航
空
法
第
七
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
四
十
八
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
四
十
九
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
九
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経

過
し
た
日
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二

第
一
条
中
航
空
法
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
九
十
九
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規

定
、
同
法
第
九
十
九
条
の
二
を
削
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規

定
、
同
法
第
百
三
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
三
十
二
条
の
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
三
十
四
条
の
改
正
規

定
、
同
法
第
百
三
十
四
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
四
十
五
条
の
二
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同

法
第
百
五
十
条
第
十
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
五
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第

百
五
十
七
条
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
百
五
十
七
条
の
五
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を

加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
七
条
の
三
の
次
に
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
九
条
第

二
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
六
十
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
号
中
「
第
百
九
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
条
第
四
項
若

し
く
は
第
百
四
条
第
四
項
の
規
定
、
第
百
九
条
第
四
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
法
第
百
六
十
一
条
の
改

正
規
定
並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
四
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

三

第
二
条
並
び
に
附
則
第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
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（
変
更
の
認
可
の
申
請
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
航
空
法
（
次
項
及
び

次
条
に
お
い
て
「
第
一
条
改
正
前
航
空
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
の
申
請
は
、
当
該

変
更
が
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
法
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
第
一
条
改
正
後
航
空
法
」
と
い
う
。
）
第

二
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
該
当
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の

申
請
と
み
な
し
、
当
該
変
更
が
同
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
と
み
な
す
。

２

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
第
一
条
改
正
前
航
空
法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変

更
の
認
可
の
申
請
は
、
当
該
変
更
が
第
一
条
改
正
後
航
空
法
第
百
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
変
更
に
該
当
す
る
場
合
以
外

の
場
合
に
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請
と
み
な
し
、
当
該
変
更
が
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
変
更
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の

届
出
と
み
な
す
。

（
飛
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
に
関
す
る
経
過
措
置
）
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第
三
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
第
一
条
改
正
前
航
空
法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
受
け
た
許
可
は
、
第
一
条
改
正
後
航
空
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
許
可
と

み
な
す
。

２

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
第
一
条
改
正
前
航
空
法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
第
一
条
改
正
後
航
空
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許

可
の
申
請
と
み
な
す
。

（
使
用
者
の
整
備
及
び
改
造
の
義
務
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
航
空
法
（
以
下
「
第
二
条
改
正
前
航
空
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
一
項
第
二

号
、
第
六
号
又
は
第
七
号
の
能
力
に
つ
い
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
（
次
項
に
お
い
て
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
装
備
品
等
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
航
空

法
（
以
下
「
第
二
条
改
正
後
航
空
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
装
備
品
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
改
正
後
航
空
法
第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
、
第
一
号
又
は
第
三
号
の
確
認
に
相
当
す
る
確

認
（
次
項
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
「
第
二
号
相
当
確
認
」
、
「
第
一
号
相
当
確
認
」
又
は
「
第
三
号
相
当
確
認
」
と
い
う
。
）
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を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

一
部
施
行
日
に
お
い
て
現
に
第
一
号
相
当
確
認
、
第
二
号
相
当
確
認
又
は
第
三
号
相
当
確
認
（
次
項
及
び
附
則
第
十
四
条

に
お
い
て
「
第
一
号
相
当
確
認
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
装
備
品
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
改
正
後
航
空
法
第
十
六

条
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
の
確
認
を
受
け
た
装
備
品
等
と
み
な
す
。

３

第
一
号
相
当
確
認
等
の
方
法
そ
の
他
第
一
号
相
当
確
認
等
に
関
す
る
細
目
的
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

第
五
条

耐
空
証
明
の
あ
る
航
空
機
の
使
用
者
は
、
第
二
条
改
正
後
航
空
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に

掲
げ
る
も
の
を
当
該
航
空
機
に
装
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
耐
空
証
明
を
受
け
て
い
る
航
空
機
に
装
備
さ
れ
て
い
る
装
備
品

等
（
当
該
航
空
機
に
引
き
続
き
装
備
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

二

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
改
正
前
航
空
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
備

品
証
明
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
予
備
品
証
明
を
含
む
。
）
を
受
け
て
い
る
装
備
品

（
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
第
二
条
改
正
前
航
空
法
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
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で
の
能
力
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
認
定
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条

改
正
後
航
空
法
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
能
力
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
認
定
と
み
な
す
。

２

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
第
二
条
改
正
前
航
空
法
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
か

ら
第
七
号
ま
で
の
能
力
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
条
改
正
後
航
空
法
第
二
十
条
第

一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
能
力
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
と
み
な
す
。

（
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
発
生
し
た
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
運
輸
安
全
委
員
会
設
置
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
故
等
で
同
日
に
お
い
て
ま
だ
当

該
事
故
等
に
関
す
る
報
告
書
が
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

附
則
第
一
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）
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第
九
条

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置

を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
十
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
法
及
び
運
輸

安
全
委
員
会
設
置
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国

に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
及
び
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に

伴
う
航
空
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に

日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
及
び
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合
の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の

実
施
に
伴
う
航
空
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
項
中
「
並
び
に
第
百
三
十
二
条
の
二
」
を
「
、
第
百
三
十
二
条
の
二
並
び
に
第
百
三
十
四
条
の
三
（
当
該
者
に
つ
い
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て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
当
該
者
の
行
う
同
条
に
規
定
す
る
行
為
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
限

る
。
）
」
に
改
め
る
。

（
航
空
機
製
造
事
業
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

航
空
機
製
造
事
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に

改
め
る
。

第
十
三
条

航
空
機
製
造
事
業
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
第
十
八
条
第
一
項
の
予
備
品
証
明
を
受
け
た
装
備
品
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
装
備
品
等
」
に
改
め
る
。

（
航
空
機
製
造
事
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条

航
空
機
製
造
事
業
法
第
二
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
事
業
者
又
は
同
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出

事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
機
製
造
事
業
法
第
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
改
正
前
航
空

法
第
十
八
条
第
一
項
の
予
備
品
証
明
を
受
け
た
装
備
品
又
は
第
一
号
相
当
確
認
等
を
受
け
た
装
備
品
等
を
、
航
空
機
の
製
造



- 26 -

又
は
修
理
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
条
第
一
項
中
「
第
百
三
十
二
条
の
二
」
を
「
第
百
三
十
二
条
の
二
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
因
る
」
を
「
よ
る

」
に
改
め
る
。

（
成
田
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

成
田
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
六
号
中
「
第
五
十
六
条
」
を
「
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
」
に
、
「
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
」

を
「
同
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
（
火
炎
び
ん
」
を
「
（
火
炎
瓶
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
の
各
号
」
を
削
る
。

（
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）
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第
十
七
条

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
百
二
十
条
の
う
ち
航
空
法
第
百
三
十
四
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
百
三
十
四
条
の
二
」
を
「

第
百
三
十
四
条
の
三
」
に
改
め
、
第
百
三
十
四
条
の
三
を
第
百
三
十
四
条
の
四
と
す
る
。
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理

由

最
近
に
お
け
る
航
空
機
及
び
無
人
航
空
機
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
航
空
機
及
び
そ
の
航
行
の
安
全
並
び
に
無
人
航
空
機
の

飛
行
の
安
全
の
一
層
の
向
上
を
図
る
た
め
、
航
空
機
の
耐
空
性
の
維
持
に
関
す
る
制
度
の
整
備
、
無
人
航
空
機
の
飛
行
に
係
る

規
制
の
強
化
、
運
輸
安
全
委
員
会
の
航
空
事
故
等
に
係
る
調
査
対
象
の
範
囲
の
拡
大
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


